
・園の将来構想、
永続化を踏まえた
全体構想の検討。
（建物の移設等も
考慮。）

・納骨堂を追悼の
場として保存すると
ともに、社会交流
会館等を活用した
普及啓発活動のあ
り方を検討。

・管理運営方法の
検討。

歴史的建造物等の保存に関する考え方の再整理

○ 歴史的建造物の保存は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第18条に基づくものであり、これ
までは、保存対象候補となる施設について緊急補修を行ってきた。

○ 本格的な保存を検討するにあたっては、対象により、建築史的価値のあるもの、乏しいものがあり、すべて
を画一的に取り扱うことは困難。（ex.保存方法によって、建築史的価値を失ってしまう可能性もある。）

○ 保存対象候補の建造物のうち、いくつかが文化財登録されるものも出てきている。（一つの保存形態と
いえる。）

○ 保存に関し、当事者の意見を踏まえながら、建造物の保存目的や活用方法等を考慮した適切な保存
方法を決定していく必要がある。

保存方法の
検討

保存対象
候補リスト

文化財登録の
申請を目指す

登録有形文化財建造物制度

登録有形文化財
※登録により特に規制なく活
用することが可能。

歴史的建造物等
（建築史的価値の乏しい

史跡等も含む。）

＜登録の基準＞
原則として建設後50年を経過したもののうち、
①国土の歴史的景観に寄与しているもの
②造形の規範となっているもの
③再現することが容易でないもの

建物等を残さない方法
（ex.石碑、案内板、
写真、映像資料等）

文化財登録が困
難なもの、登録を
しないもの。

保存方法①
建築史的価値の有無に関わ
らず、積極的な補修を行い、
見学等に活用する。

保存方法②
建築史的価値のあるもので、
積極的な補修を行わない。
（建物の状況に応じて、立
ち入り制限等が必要。）

1

参考資料１



2019年度 2020年度 2021年度 2022年度～

「当面の取組」に基づく保存対象の候補
となり得るものの補修等（７カ所）

歴史的建造物等の保存にかかる今後の流れ

○○園
将来検討会議等

○○園
将来検討会議等

歴史的建造物の保存等検討
会へ報告。
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各療養所にて、地域自治体も含
め歴史的建造物等を活用した普
及啓発や園の利用方法等を検討。

順次、歴史的建造物等
の保存に向けた整備

（社会交流会館や歴史的建
造物等を活用した普及啓発
活動）
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